
様式第３号（第４条、第５条関係）                            
 
                                                                令和〇年〇月〇〇日 
                           許 可 証 等 再 交 付 申 請 書 
                           許 可 証 等 亡 失 届 出 書 
 
  鳥取県知事  様 
 
 
 ふ   り   が   な 
 
 氏            名 
(法人にあっては､名称
及び代表者の氏名) 

 
とっとり たろう 

 
収入証紙はり付け欄(消印を
しないこと。) 
※鳥取県収入証紙を貼り付け
てください。 
「収入印紙」ではありません。 
狩猟免状・記章再交付 
：1,000 円 
狩猟者登録証再交付 
：1,100 円 
 
 
 

 
鳥取  太郎 

 

 生   年   月   日        昭和６０年１月１日    生 
 
 住           所 
(法人にあっては、主た
る事務所の所在地) 

郵便番号 680-8570 
鳥取市東町一丁目２２０番地 
電話番号 
 0857-26-7978 

 職       業 会社員 

 
☑ 再交付申請 
      鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第９条第９項（同法第 14 条の２第９ 
  項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）・第 15 条第７項・第 19 条第６項・第 21 
  条第２項において準用する第 19 条第６項・第 24 条第６項・第 35 条第８項・第 38 条の２第 
  ７項・第 46 条第２項・第 61 条第５項・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法 
  律施行規則第１１条の２第７項・第 19 条の９第３項の規定による再交付を受けたいので、下 
  記により申請します。 
□ 亡失届出 
      下記のとおり亡失したので、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規 
  則第７条第 13 項・第 14 項・第 11 条の２第 10 項・第 13 条の９第７項・第 15 条第７項・第 
  19 条の９第６項・第 20 条第６項・第 24 条第６項・第 42 条第６項・第 46 条の２第６項・第 
  50 条・第 65 条第 10 項の規定により届け出ます。 
 
                          
 
 種 類 
 
 
 
 
 

 
□許可証（鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等） □従事者証（鳥
獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等）  
□承認証（対象狩猟鳥獣の捕獲等の承認） 
□承認証（特定猟具使用制限区域における捕獲等の承認） 
□指定猟法許可証   □登録票（飼養登録）      □販売許可証 
□狩猟免状(種類：         免許) 
□狩猟者登録証   ☑狩猟者記章 
□認定証（鳥獣捕獲等事業） □従事者証（指定管理鳥獣捕獲等事
業）       □許可証（麻酔銃猟） 

 番             号 １第１００号 

 交  付  年  月  日 令和〇年〇月〇日 

 亡 失 年 月 日    令和〇年〇月〇日 

 
 再交付又は亡失等の理由 
 

 
紛失したため 

 注１  不要な文字は抹消し、該当項目の□にレ印を付すこと。                        
    ２ 再交付申請の場合は、許可証等の種類ごとにそれぞれ申請書を提出すること。          


